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市が発注する物品調達の入札（見積合わせを含む。）において，仕様書に参考品を示した上で，

同等品による入札も認める場合は，次のように取り扱いますので，ご留意願います。 

 

１ 同等品の定義 

物品調達の入札において，市が仕様書に示す参考品と同程度以上の品質，性能等を有する

ものとして認める物品をいいます。 

 

２ 同等品の確認方法 

(１) 同等品により入札する場合は，現場説明調書等に示す質問の期限までに，メーカー名，

品名，品番を記載した質問・回答書及びカタログの写しを持参又はＦＡＸにより提出し，

市の確認を受けてください。 

なお「質問・回答書」の様式は大崎市公式ウェブサイトからダウンロードできます。 

    大崎市公式ウェブサイト（http://www.city.osaki.miyagi.jp）   

ホーム →  事業者向け → 入札・契約情報  → 入札・契約関連様式 → 物品調達 

      入札書など様式（入札書，委任状，質問・回答書，辞退届，見積書） 

(２) 既に他の入札予定者が同等品確認の期限までに市の確認を得ている同等品により入札

する場合は，自らの同等品確認の手続きを省略して入札することができます。 

 

３ 積算内訳書の提出 

(１) 入札時に提出する積算内訳書は，原則として仕様書に規定する様式を使用してくださ

い。 

(２) 参考品又は同等品のいずれによる入札であるかを確認するため，積算内訳書の備考欄

に，参考品又は同等品の区分とメーカー名，品名，品番を必ず明記してください。 

 

４ 注意事項 

(１) 参考品又は同等品ではない物品により入札し，落札した場合は，その物品の納入は認

められませんので，原則として落札価格の範囲内で参考品又は同等品のいずれかを納入し

ていただきます。 

(２) (１)の場合で，落札者が参考品又は同等品のいずれも納入することができないときは，

その入札を無効として落札決定を取消し，予定価格の範囲内で入札した他の者を落札者と

することがあります。 

 

５ 適用範囲及び適用日 

(１) この取扱いは，物品調達の入札等において，特定の物品を調達する場合及び仕様書に

物品の仕様概要のみを定めている場合は適用されません。 

(２) この取扱いは，平成２９年１１月９日以降に入札公告又は指名通知する物品調達の入

札（見積合わせを含む。）から適用します。 


